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視 察 項 目 「民泊条例の制定と現状」について

視 察 概 要

＜民泊条例の制定と現状＞

大田区は羽田空港を擁しており、訪日外国人客が年々増加している。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、外国人来訪者

のさらなる増加が見込まれ、宿泊施設の不足が見込まれている。近年で

は常に９割前後の客室稼働率を記録し、想定をはるかに上回る外国人が

宿泊をしている。そこで大田区は、国家戦略特区の旅館業法の特例、い

わゆる特区民泊を活用して訪日外国人の増加に伴う宿泊施設不足・滞在

需要に対応し、そこに行政が関与することによって安心・安全面の不安

の解消を図っている。

平成28年１月に制度を開始して以来、平成29年12月には50件（264居

室851名）の認定に至り、開始に際しては条例のほかに大田区独自の規

則・ガイドラインを策定して認定に必要な要件を示し、認定施設の質の

確保を図っている。特にガイドラインでは、①申請前の近隣住民への周

知、②滞在者の使用開始時・使用終了時における本人確認、③滞在者の

滞在中の使用状況確認、④苦情等への対応、⑤廃棄物の処理方法、⑥火

災等の緊急事態が発生した場合の対応方法、⑦施設を事業に使用するた

めの権利を有すること、⑧消防法令で義務付けられている施設等が設置

されていること等を規定し、事業を円滑に進めるため、行政指導の指針

及び審査基準並びに事務手続について明示している。

これらの取り組みにより、平成28年度の滞在実績については外国人

459名、日本人306名の合計765名であり、着実に利用実績を創出してい

る。また、安全・安心な特区民泊の普及を図るため、住民向けの広報活

動の実施、事業者へのソフト・ハード両面での指導、周辺住民への適切

な周知・説明責任を事業者に課し、近隣住民から理解を得るように努め

ることを求めていることにより、特段大きなトラブルは生じていないと

のことである。



所 感

※視察しての感想

や岡崎市への提

言など

・民泊については、まだ全国的にも始まったばかりであるので、大田区

のようにこと細かに研究されている事例をしっかり参考にして進めて

いけたら良いと思う。

・羽田空港を擁していることにより、日本の玄関としてインバウンドに

関する観光政策には重点的に力を入れられている。その上で民泊条例の

制定に踏み切られたことは理に適っている。国の施策において、特区と

新法の所管が違うことで別の悩みを抱えられていることもよく理解で

きた。本市としては、観光政策の進捗に合わせた計画を考えていくこと

が必要と感じた。リノベーションを進めていく上では参考にはなる。

・大田区における国家戦略特区区域外滞在施設経営事業については、訪

日外国人の増加が見込まれるなか、違法性が高い民泊に対する懸念が高

くなり、長期滞在需要が多様化することで宿泊施設の不足が見込まれ、

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催による外国人来訪者

のさらなる増加が見込まれ、羽田空港を擁する大田区を地域推進経済の

活性化、観光・国際都市へ推進するための先進的な取り組みであった。

安全安心な民泊への取り組みは参考にさせていただき、本市の中山間地

域空き家などを利用した民泊事業へ展開できないか更に調査研究が必

要であると感じた。

・大田区では全国に先駆けて特区民泊を実施し、また羽田空港をもつ地

の利を生かし、積極的に外国人旅行者を受け入れ、地域の活性化に多大

な成果をおさめている。新しい取り組みに職員が意気に感じ、仕事をし

ていることに感銘を受けた。ホテルの少ない本市としては、民泊も魅力

のあるシステムであるが、大田区とは環境も違うため、大田区の特区民

泊を取り入れることは難しいと考える。本市は緑豊かな北部で、空き家

等を中心にして、住宅宿泊事業法にのっとり考えるべきだと思う。

・大田区では平成 28 年１月、国家戦略特別区域法に基づく特区民泊を

開始し、順調に滑り出している要因は、特区民泊が届出制ではなく許可

制として、事業実施可能区域を限定したうえ、区による事前の現地確認、

事業者に対し近隣住民への周知や苦情等窓口の設置とその周知を求め

るなど一定の条件を付したことにより、利用者のみならず事業者や近隣

住民にとっても、安全かつ安心な民泊事業を行うことができる環境を整

えたことにあると伺った。しかし、国が６月に成立させた住宅宿泊事業

法では、届出制であるため、安易な参入による質の低下などの懸念がさ

れていたが、平成 29 年第４回定例会で「大田区住宅宿泊事業法施行条

例」が可決され、特区民泊と同じ水準で進められていると伺った。懸念

ばかりではなく、特区の施設の使用期間が７日から３日になり、回転率

は良くなるとのことである。民泊新法の施行日が本年６月 15 日に定め

られ、民泊事業者の申請・登録開始日は３月 15 日に決定している。家

主が県に届け出れば、「住宅専用地域」での民泊が認められることにな

り、これから各自治体の条例づくりが本格化されていくと思われる。本

市も、観光産業を推進するにあたり、宿泊施設の不足は致命的である。



民泊の普及を巡っては地域の生活環境の悪化に不安視する声も根強い

ものがあるだけに、行政が関与することで、安全・安心面の不安を解消

することにつながる。行政指導の指針及び審査基準並びに事務手続の規

定については先進自治体である大田区は大変参考になると思った。

・特区民泊が届出制ではなく許可制となっており、事業実施可能区域を

限定した上、区による事前の現地確認、事業者に対する近隣住民への特

区民泊を実施することの周知や苦情等窓口の設置とその周知を求めた

ことにより、訪日外国人の増加に伴う宿泊施設不足・潜在需要に対応し、

行政主導により安全・安心面の不安を解消している。これ対して住宅宿

泊事業法による民泊事業は届け出制であるため、安易な参入による質の

低下などの懸念がある。本市においては、規制においてはわかりにくい

点が多々あると思い、民泊と特区民泊のいずれかを自治体が選択できる

ようにすることが良いのではと考える。

委員長の総括

今回視察した大田区は羽田空港を、そして大阪府は関西国際空港を擁

し、ともに外国人の人気スポットの玄関口として、2020 年の東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催を控え、外国人観光客の増加が見込ま

れるなか、宿泊施設の不足も懸念材料の一つである。ともに、国家戦略

特別区を保持していることから、特区民泊の普及・定着に向け動き出し

ている。

大田区においては従来から「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域

でのみ民泊事業が可能な地域と定め、平成 28 年１月より制度を開始し

た。特に行政が関与することで、ともすると悪いイメージが先行しがち

な民泊について、地域住民に対し安全・安心面の不安を解消させている

点は、今後、本市が民泊条例を制定する場合には参考になる内容であっ

た。加えて、単に外国人訪問客に対し滞在先を提供するだけではなく、

地域経済団体などと連携することで地域活性化へとつなげている点は

評価すべき内容であった。

ただ、不法滞在外国人の根城とならないよう、滞在者の滞在期間中の

使用状況の確認については細心の注意が必要であると感じた。


